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はじめに 
 

  本市はこれまで、平成 18（2006）年に策定した第１期千葉市地域福祉 
計画（「花の都・ちば ささえあいプラン」）から、４期にわたる地域福祉 
計画とそれらに基づく取組みにより、市⺠の皆様と⾏政が連携しながら、 
地域で⽀え合う仕組みづくりを積極的に推進してまいりました。 

⼀⽅で、少⼦超⾼齢化や価値観の多様化など、地域社会を取り巻く環境は⼤きく変化すると
ともに、８０５０問題やダブルケア、ゴミ屋敷など、地域住⺠が抱える⽣活課題は、複雑化・
複合化しております。また、地域福祉活動を⽀える担い⼿の不⾜や地縁、⾎縁などといった⽀
え合う機能の低下とともに、新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う⾃粛⽣活の影響により、健
康リスクの増⼤や活動のノウハウが失われ、活動の再開が困難になることが懸念されます。 

 
こうした社会状況の変化に対応するとともに、地域福祉の推進を図るため、令和４（2022）

〜８（2026）年度を計画期間とする「⽀え合いのまち千葉 推進計画（第５期千葉市地域福祉
計画）」を策定いたしました。 

本計画は、これまでの計画の⽅向性を継承しつつ、地域の実情やニーズに応じた取組みを進
めるもので、地域の取組みと市の取組みを⼀体的に定める特徴のある計画となっております。
このうち、市の取組みでは、地域共⽣社会の実現を⽬指し、「地域の⽀え合いの⼒を⾼める」、
「ひとりぼっちにしない、断らない相談⽀援体制を構築する」、「社会資源の創出を促進する」
の３つの取組⽅針を定め、地域の取組みを⽀えるとともに、地域福祉と密接に関係する成年後
⾒制度の利⽤の促進に関する取組みについても、⼀体的に定めることといたしました。 

  なお、本計画の策定にあたっては、新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響により、計画策定
を１年延期したほか、今後の感染状況に応じて、地域の取組みの⼀部について柔軟に⾒直しを
図っていくこととしております。 

  千葉市は今年、政令指定都市移⾏３０周年という⼤きな節⽬を迎えます。本計画の推進にあ
たっては、地域の皆様とともに課題解決に取り組んでまいりますので、計画の基本理念にある
「住⺠⼀⼈ひとりの暮らしと⽣きがい、地域をともに創っていく社会をつくる」ため、⼀層の
ご理解・ご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 

 
結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意⾒とご提⾔をいただきました、千葉市社会福祉

審議会地域福祉専⾨分科会委員や各区⽀え合いのまち推進協議会委員をはじめとする関係者の
皆様、並びにパブリックコメント等にご協⼒いただきました市⺠の皆様に、⼼より感謝を申し
上げます。 

  
 令和４年３⽉ 
                       千葉市⻑ 神 ⾕ 俊 ⼀ 
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１ 策定の趣旨 
（１）現状と課題 

 近年、地縁・⾎縁により助け合う機能は低下し、⼈と⼈とのつながりの希薄化が進んで
いるとされています。その背景として、少⼦⾼齢化・核家族化の進⾏、共働き世帯・⼈⽣
100 年時代を踏まえた⾼齢者の就労者・外国⼈住⺠の増加、価値観の多様化や情報通信技
術等の急速な進歩に伴う⽣活環境の変化など、地域社会を取り巻く環境の⼤きな変化があ
ります。 
 本市の⼈⼝は現在 976,784 ⼈（令和３（2021）年９⽉末時点）であり、国全体の⼈⼝が
減少に転じるなか、微増傾向を維持してきました。しかしながら、今後減少に転じ、令和
７（2025）年には 974,900 ⼈、令和 22（2040）年には 907,600 ⼈となる⾒込みで、本市
も⼈⼝減少の局⾯を迎えつつあります。 
 また、⾼齢化率は、令和３（2021）年９⽉末時点で 26.2%と、10 年前の 20.4%から⼤
きく上昇していますが、これが、令和７（2025）年には 28.7%、令和 22（2040）年には
35.6%まで上昇すると⾒込まれています。⼀⽅、出⽣数は、令和２（2020）年が 5,976 ⼈
であり、過去 30 年間で最も多かった平成 14（2002）年の 8,605 ⼈から⼤きく減少してお
り、少⼦⾼齢化が急速に進んでいます。 

本市はこれまで、平成 18（2006）年度に策定した第１期千葉市地域福祉計画（「花の都・
ちば ささえあいプラン」）から、４期にわたる地域福祉計画とそれらに基づく取組みによ
り、地域住⺠、千葉市社会福祉協議会（以下、「市社協」という。）と⾏政が⼀体となって、
地域で⽀え合う仕組みづくりを積極的に推進してきました。 

併せて、この間、新たな制度や公的サービスも始まり、平成 18（2006）年度には「あ
んしんケアセンター（地域包括⽀援センター）」を市内 12 か所に設置し、⾼齢者とその家
族に対する包括的な相談⽀援を開始しました。現在では、30 か所（出張所２か所を含む）
まで拡⼤し、令和２（2020）年度の相談件数は 85,693 件となっています。また、平成 25
（2013）年 12 ⽉には、「⽣活⾃⽴・仕事相談センター」を市内２か所に設置し、⽣活困窮
者（世帯）に対する包括的な相談⽀援を開始しました。現在では５か所まで拡⼤し、令和
２（2020）年度の相談延べ件数は、24,961 件となっています。 

さらに、各地域においては、社会福祉協議会地区部会が中⼼となり、町内⾃治会や⺠⽣
委員・児童委員をはじめとする様々な関係者・団体により、各区⽀え合いのまち推進計画
を推進しており、また、⺠⽣委員・児童委員が、地域の⾝近な相談相⼿となり、市社協コ
ミュニティソーシャルワーカーや⽣活⽀援コーディネーターなどが、地域の団体に寄り添
って、地域課題の解決に向けた⽀援を⾏っています。 

これらの相談・⽀援活動を市内で展開してきた中で、⽼⽼介護、ひとり 
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暮らし⾼齢者の社会的孤⽴、認知症⾼齢者の増加、ダブルケア、ひきこもり、８０５０問
題、ゴミ屋敷、児童虐待や⼦どもの貧困の問題、ヤングケアラーなど、単独の制度や公的
サービスのみでは対応が困難な問題が、地域において発⽣していることが明らかになって
きました。個々が抱える⽣活課題は、複雑化・多様化し、分野をまたぐ複合的な課題を抱
える世帯が顕在化、増加しています。 

地域づくりの⾯でも、地域福祉活動を⽀える担い⼿が不⾜するだけでなく、⾼齢化・固
定化していることも深刻な問題であり、活動の継続が難しくなっている地域も出てきてい
ます。 

⼀⽅で、地域⽀え合い活動、⾼齢者への買い物⽀援、⼦ども⾷堂など、新たな取組みを
始めた地域も出てきています。 

第５期地域福祉計画の策定にあたっては、こうした地域社会の様々な変化や地域の実情
を的確に捉えたうえで、地域の多様な主体が分野を超え、世代を超え、横断的につながり、
地域の⽀え合いの⼒をより⼀層⾼めていくこと、また、ひとりぼっちにしない、断らない
相談⽀援体制の構築に向け、具体的な取組みをさらに進めていくことが必要です。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響とその対応 
令和２（2020）年 1 ⽉に国内で初めて新型コロナウイルス感染症による肺炎患者が確認

され、その後、感染が拡⼤し、千葉県においては、令和２（2020）年 4 ⽉ 7 ⽇から 5 ⽉
25 ⽇まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣⾔が発出されました。
その後も、令和３（2021）年 1 ⽉ 8 ⽇から 3 ⽉ 21 ⽇までは、2 回⽬の緊急事態宣⾔、令
和３（2021）年４⽉ 28 ⽇からは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延
防⽌等重点措置が本市に適⽤され、令和３（2021）年８⽉２⽇から９⽉ 30 ⽇までは、３
回⽬の緊急事態宣⾔が発出されるなど、影響が⻑期化しました。この間、いわゆる「３つ
の密（密閉、密集、密接）」を避けるため、イベントの中⽌や縮⼩、飲⾷店への休業要請、
⼩学校等の休業、公共施設の利⽤制限や不要不急の外出⾃粛要請等が⾏われ、社会経済活
動全般に⼤きな影響が発⽣しました。 

地域においては、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から、様々な地域福祉活動
やイベントが休⽌・中⽌を余儀なくされるとともに、その影響は⻑期化の様相を呈してお
り、⼈と⼈とのつながる⼒やボランティアのモチベーションの低下、活動の担い⼿やノウ
ハウの喪失により、今まで⻑年をかけて築き上げられてきた「地域の⼒」や「住⺠同⼠の
⽀え合いの⼒」が⼤きく損なわれ、再⽣が困難になる恐れがあります。 

また、⾼齢者のフレイル（虚弱）・認知症の進⾏、障害者や⼦どもたちの⽣活へのマイナ
スの影響が懸念されるとともに、⽣活困窮、児童虐待、ＤＶ、⾃殺、家族介護者の負担増、 

⼦ども・若者を含めた社会的孤⽴・孤独の進⾏・増加や⽀援を必要と 
する⽅々の⽣活実態やニーズの把握困難など、様々な課題が発⽣しています。 
そうした状況下、地域においては、つながりを絶やさず、つながり続けるため、
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いわゆる３つの密（密閉、密集、密接）の回避、換気の徹底、社会的距離の確保やマスク
の着⽤等の「新しい⽣活様式」を実践するとともに、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）やオンラインの活⽤等、様々な⼯夫が⾏われています。 

第５期地域福祉計画の策定にあたっては、こうした様々な⼯夫に加え、従前からの課題
や問題に対しても、コロナ禍というピンチをチャンスととらえ、住⺠同⼠の⽀え合いが継
続、発展するよう、より柔軟な⽅向に変⾰していく視点を持つことが必要です。 

 

（３）地域共⽣社会の実現 
第４期地域福祉計画では、重点施策として、「コミュニティソーシャルワーク機能の強化」

を位置付け、地域の実情に応じた⽀え合いの地域づくりに取り組んできました。 
第５期地域福祉計画においては、第４期地域福祉計画の成果と課題を明確にしたうえで、

地域の様々な団体と連携を深め、コミュニティソーシャルワーク機能を強化し、地域と市
がより⼀体となり、全ての⼈々が地域、暮らし、⽣きがいを共に創り⾼め合う『地域共⽣
社会の実現』を⽬指し、中⻑期的な視点を加味して、様々な取組みを進めていきます。 

また、国においては、地域共⽣社会の実現のための社会福祉法等の⼀部を改正する法律
が令和２（2020）年６⽉に公布され、令和３（2021）年４⽉１⽇に施⾏されました。その
中で、８０５０世帯、ダブルケアやゴミ屋敷など、地域住⺠の複雑化・複合化した⽀援ニ
ーズに対応するため、⾼齢、障害、⼦ども、⽣活困窮などの属性を超えた⽀援を円滑かつ
⼀体的に実施できるよう、包括的な⽀援体制の整備に関する事項として、新たに「重層的
⽀援体制整備事業」等が位置付けられました。 

第５期地域福祉計画の策定にあたっては、こうした社会福祉法の改正を踏まえ、包括的
な⽀援体制のあり⽅等について検討する必要があります。 

 
 
 

 

 

 

 

（４）地域の取組み 
地域においては、「新しい⽣活様式」を取り⼊れ、コロナ等の感染症禍にあっても「つな

がり」を絶やさないための様々な⼯夫やオンラインの活⽤等を検討するとともに、「１．⾼
齢者、障害者、⼦どもなどの対象者別の活動から全世代型、共⽣型への展開」「２．企業、
学校、社会福祉事業者、ＮＰＯなど多様な主体との連携」「３．⾝近な地域の居場所（通い
の場）における地域住⺠等による相談体制づくり」「４．地域福祉活動への 

若者・⼦どもの参加」「５．全世代を対象とした担い⼿づくり」を視点と 

 
制度・分野ごとの『縦割り』や「⽀え⼿」「受け⼿」という関係を超えて、地域住⺠や地域
の多様な主体が『我が事』として参画し、⼈と⼈、⼈と資源が世代や分野を超えて『丸ご
と』つながることで、住⺠⼀⼈ひとりの暮らしと⽣きがい、地域をともに創っていく社会。 

地域共⽣社会 
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して、市とともに、それぞれの地域の実情に合わせて、住⺠同⼠の⽀え合いの仕組みづく
りを推進します。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡⼤により、「住⺠が集い、⽀え合う」という地域福祉
の根幹が揺らぎ、様々な地域活動が休⽌や中⽌を余儀なくされているため、計画策定につ
いて、配慮が必要な状況です。 
 

（５）市の取組み 
市においては、コミュニティソーシャルワーク機能をさらに強化し、その機能が地域に

根付くことに主眼を置きつつ、「地域の⽀え合いの⼒を⾼める」施策として、コロナ等の感
染症禍における地域福祉活動の再開・継続への⽀援、オンラインの活⽤⽀援、⾏政が⼀体
となって地域づくりの担い⼿・リーダーの育成、地域福祉活動の拠点確保、新たなプラッ
トフォームの形成、居場所（通いの場）や⽣活⽀援サービスの拡充などを推進します。 

また、「ひとりぼっちにしない、断らない相談⽀援体制を構築する」施策として、包括的
な相談⽀援体制の構築に向けた検討を進めるとともに、地域住⺠等が、⾃ら他の地域住⺠
が抱える個々の⽣活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助⾔を⾏い、必要に
応じて⽀援関係機関とスムーズに連携・協⼒できる体制づくりや、市内の様々な相談⽀援
機関間のコーディネートを推進します。 
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２ 計画の位置付け 
（１）根拠法令 
   ⽀え合いのまち千葉 推進計画（第５期千葉市地域福祉計画）は、社会福祉法第 107 条の規定

による「市町村地域福祉計画」として策定しています。 
   また、地域福祉計画は、社会福祉法上、各分野の福祉に関し、共通して取り組む事項を

定める計画とされていることから、成年後⾒制度の利⽤促進に関する内容については、成
年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律第 14 条の規定による「市町村成年後⾒制度利⽤促
進基本計画」として位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

  2022（令和４）年度から 2026（令和８）年度までの５年間とします。新型コロナウ
イルス感染症の収束状況を注視しつつ、必要に応じて、中間⾒直しを⾏います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
（２）⽅向性 
   社会福祉法第４条には、地域福祉を推進する際の⽬指すべき理念として、地域住⺠が互

いを尊重し合いながら、地域共⽣社会の実現を⽬指す旨が規定されています。 
   また、第６条には、国及び地⽅⾃治体の責務として、包括的な⽀援体制の整備とともに、

体制の整備にあたって、保健医療、労働、教育、住まい、地域再⽣など地域における多様
な関係者との連携を意識する必要性が規定されています。 

   令和３（2021）年４⽉の社会福祉法の改正により、既存の相談⽀援等の取組みを活かし
つつ、地域住⺠の抱える課題の解決のための包括的な⽀援体制の整備の新た 
な⼀⼿法として、相談⽀援、参加⽀援、地域づくりに向けた⽀援、多機関協 

社会福祉法第 107 条「市町村地域福祉計画」 
１ 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を⼀体的に定める計画（以下「市町村 
 地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 
（１）地域における⾼齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して 
  取り組むべき事項 
（２）地域における福祉サービスの適切な利⽤の推進に関する事項 
（３）地域における社会福祉を⽬的とする事業の健全な発達に関する事項  
（４）地域福祉に関する活動への住⺠の参加の促進に関する事項 
（５）地域⽣活課題の解決に資する⽀援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 
２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、⼜は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住⺠等の 
 意⾒を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。  
３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を⾏うよう 
 努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。  

成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律第 14 条第１項「市町村の講ずる措置」 
１ 市町村は、成年後⾒制度利⽤促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後⾒制度

の利⽤の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後⾒等実施
機関の設⽴等に係る⽀援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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働などの機能を⼀体的に備える重層的⽀援体制整備事業が新設されました。 
   第５期地域福祉計画では、こうした社会福祉法の規定を踏まえ、これまで積み上げてき

た成果を⼟台としつつ、全ての⼈々が地域、暮らし、⽣きがいを共に創り⾼め合う「地域
共⽣社会の実現」を⽬指します。 
 

（３）関連する計画との関係 
   「⽀え合いのまち千葉 推進計画」は、本市の⾏政運営の指針となる総合計画の理念や将

来像と⽅向性をともにし、保健・医療・福祉だけでなく、防災・⽣涯学習・まちづくり等
の分野別計画を地域福祉という共通の視点で整理することにより、横断的につなぐととも
に、制度の狭間を埋める計画です。地域共⽣社会の実現に向けて、「地域包括ケアシステム
の構築」「介護予防・健康づくり（健康寿命の延伸）」「⽣活困窮者⾃⽴⽀援の促進」「成年
後⾒制度の利⽤促進」「住宅確保要配慮者に対する⽀援」などについても地域福祉計画に組
み込んでいます。 

   また、市社協が策定している「地域福祉活動計画」とは、「千葉市と千葉市社会福祉協議
会の協議の場」を活⽤し、協働を深めることにより、互いに補完・連携し、⼀体的な推進
を図っています。 

   【⽀え合いのまち千葉 推進計画（第５期千葉市地域福祉計画）と他計画の関係】（イメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（仮称）千葉市基本計画（Ｒ５スタートに向け策定中） 

 

地
域
福
祉
計
画 

 

高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
計
画
【
介
護
保
険
事
業
計
画
】 

健
や
か
未
来
都
市
ち
ば
プ
ラ
ン 

こ
ど
も
プ
ラ
ン 
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３ 計画期間 
  計画期間は、令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。ただし、

新型コロナウイルス感染症の収束の状況を注視しつつ、中間⾒直し等を⾏います。 
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１ 各種統計データ 
（１）少⼦⾼齢化に関するデータ 

① 総⼈⼝と⾼齢者及びこどもの数の推移 
本市の総⼈⼝は、令和３（2021）年９⽉末現在 976,784 ⼈（住⺠基本台帳⼈⼝）とな

っています。そのうち 65 歳以上の⾼齢者⼈⼝は 255, 829 ⼈で全体の 26. 2％、75 歳以上
の後期⾼齢者⼈⼝は 134,126 ⼈で全体の 13.7％、15 歳未満の年少⼈⼝は 113, 600 ⼈で全
体の 11. 6％を占めています。 

将来推計では、総⼈⼝は、令和３（2021）年をピークに、その後は減少していく⾒込
みとなっていますが、⾼齢者⼈⼝は、団塊の世代が全て 75 歳以上となる令和７（2025）
年には、65 歳以上の⾼齢者⼈⼝は 279, 545 ⼈、⾼齢化率は 28.7％まで上昇し、団塊ジュ
ニア世代が全て 65 歳以上となる令和 22（2040）年には、65 歳以上の⾼齢者⼈⼝は 323, 
382 ⼈、⾼齢化率は 35.6％まで上昇する⾒込みとなっています。年少⼈⼝及びその構成
割合は、今後も減少し続ける⾒込みとなっています。 

【千葉市の⼈⼝（⾼齢者・年少者）の推移】 
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② 世帯の家族類型の変化 
本市の世帯の家族類型は、「夫婦とこども」世帯の占める割合が平成 17（2005）年か

ら令和 2（2020）年にかけて 8.2 ポイント減少する⼀⽅で、「単独世帯」の割合が 10.5 ポ
イント増加しており、家庭内の⽀え合いの機能は低下していると考えられます。 

【千葉市の世帯の家族類型の変化】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ひとり暮らし⾼齢者数の推移 
本市のひとり暮らし⾼齢者は、平成 27（2015）年に実施した国勢調査によると約４万

４千⼈、⾼齢者に占めるひとり暮らし⾼齢者の割合は 18.4％となっています。 
将来推計では、団塊の世代が全て 75 歳以上となる令和７（2025）年には、ひとり暮ら

し⾼齢者数は約６万⼈、⾼齢者に占めるその割合は 21.4％、団塊ジュニア世代が全て 65
歳以上となる令和 22（2040）年には、ひとり暮らし⾼齢者数は約７万⼈、⾼齢者に占め
るその割合は 22.8％まで上昇する⾒込みとなっています。 

【千葉市のひとり暮らし⾼齢者数の推移】 
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（２）要⽀援者に関するデータ 
① 要⽀援・要介護認定者の状況 

本市の要⽀援・要介護認定者数及び認定率（第１号被保険者に対する認定者数の割合）
は、⾼齢者の増加に伴い、増加傾向にあります。 

令和２（2020）年度末現在の認定者数は、45,643 ⼈で、認定率は 17.6％となっていま
す。要介護度別にみると、要介護１が最も多く認定者の約４⼈に１⼈です。これに要⽀援
１・２を合わせた軽度者は認定者の約半数を占めています。 

【千葉市の要⽀援・要介護認定者数、認定率の推移】（各年度３⽉末時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 認知症⾼齢者の状況 
急速な⾼齢化に伴い、在宅⽣活を継続するため、⾝近な地域での⽀援を必要とする認知

症⾼齢者の数も増加しています。 
本市の認知症⾼齢者数（※認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上の⾼齢者）は、令和２

（2020）年９⽉末現在で 23,586 ⼈、65 歳以上の⾼齢者⼈⼝に占める割合は、9.3％とな
っており、今後もさらなる増加が⾒込まれています。 

   ※「認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上の⾼齢者」：⽇常⽣活に⽀障をきたすような症
状・⾏動や意思疎通の困難さが多少⾒られても、誰かが注意していれば⾃⽴できる状
態。 
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【千葉市の認知症⾼齢者数と⾼齢者⼈⼝に対する割合の推移】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 障害者の状況 
本市の障害者⼿帳所持者数は、令和２（2020）年度末現在、合計 47,258 ⼈です。内訳は

⾝体障害者 30,141 ⼈、知的障害者 7,441 ⼈、精神障害者 9,676 ⼈となっています。 
障害者⼿帳所持者数は、増加傾向にあり、中でも精神障害者数の増加が⼤きく、５年間で

約 1.4 倍となっています。 
【千葉市の障害者⼿帳所持者数の推移】（各年度３⽉末時点） 
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④ ⾼齢者虐待の状況 
令和２（2020）年度の本市の在宅における⾼齢者虐待の相談件数は、376 件、虐待認

定件数は、133 件となっており、近年は横ばいの状態です。 
【千葉市の在宅における⾼齢者虐待の相談件数及び認定件数の推移】（年度別実績） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 障害者虐待の状況 
令和２（2020）年度の本市の障害者虐待の相談件数は、39 件、虐待認定件数は、9 件

となっており、増減はあるものの、ほぼ横ばいの状態です。 
【千葉市の障害者虐待の相談件数及び認定件数の推移】（年度別実績） 
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⑥ 児童虐待の状況 
令和２（2020）年度の本市の児童相談所の児童虐待相談対応件数は、1,766 件となって

おり、近年は増加傾向にあります。 
【千葉市の児童相談所の児童虐待相談対応件数の推移】（年度別実績） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⑦ ⽣活困窮者の状況 
本市の⽣活困窮者の相談⽀援窓⼝である⽣活⾃⽴・仕事相談センターの新規相談受付件

数は、令和２（2020）年度は 3,809 件で、平成 28（2016）年度以降、毎年増加しています。 
【千葉市の⽣活⾃⽴・仕事相談センターの新規相談受付件数の推移】（年度別実績） 
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⑧ ⽣活保護の状況 
令和２（2020）年度現在（⽉平均）、本市の⽣活保護受給者数は 21,095 ⼈、受給世帯

数は17,252世帯、保護率（市⼈⼝に対する⽣活保護受給者数の割合）は21.5‰（‰＝1/1000）
となっており、微増傾向にあります。 
【千葉市の⽣活保護受給者数・受給世帯数・保護率の推移】（年度ごとの⽉平均値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑨ ⽣活課題の複雑化・複合化の状況 
令和元年６⽉に千葉市内 131 相談機関等を対象に実施したアンケート調査（回答数 101）

では、「単独の相談窓⼝等だけでは⼗分に対応・⽀援ができない等、解決が困難な相談（以
下、「解決困難な相談等」という。）を受けることがある」と回答した相談機関等の割合は
92%、「解決困難な相談等は年々増えている」または「どちらかと⾔えば増えている」と
回答した相談機関等の割合は 63%となっており、複雑化・複合化した相談等は増加して
いる状況です。 

【解決困難な相談等を受ける相談機関等の割合】 【解決困難な相談等の増減】 
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（３）地域福祉を⽀える活動者に関するデータ 
① 町内⾃治会の団体数と加⼊率の推移 

令和２（2020）年度末現在、市内の町内⾃治会の団体数は 1,100 団体で、加⼊率（市
世帯数に対する加⼊世帯数）は 63.2％となっています。 

近年、町内⾃治会の加⼊率は減少傾向にあります。 
【千葉市の町内⾃治会団体数と加⼊率の推移】（各年度３⽉末時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② ⺠⽣委員・児童委員の活動状況 
 ⺠⽣委員・児童委員は、要⽀援者の抱える困りごとが多様化するなかで地域において
⽇々様々な活動を⾏っています。本市における⺠⽣委員・児童委員の分野別相談・⽀援件
数は、近年は横ばいでしたが、令和元年度以降減少しました。これは、新型コロナウイル
ス感染症の影響によるものと考えられます。 
【千葉市の⺠⽣委員・児童委員の分野別相談・⽀援件数の推移】（年度別実績） 
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③ 千葉市社会福祉協議会の会員加⼊⼝数と社協地区部会の団体数の推移 
市社協の会員加⼊⼝数は、令和２（2020）年度末現在 176,633 ⼝で、近年はやや減少

傾向にありましたが、令和２年度（2020）はさらに⼤きく減少しました。これは、新型
コロナウイルス感染症の影響によるものと考えられます。 

また、社協地区部会の団体数は、令和３（2021）年４⽉現在 67 団体で、市内のおおよ
その地域で結成されている状況です。 
【千葉市社会福祉協議会の会員加⼊⼝数と社協地区部会の団体数の推移】（各年度３⽉末時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ ボランティアの登録者数 
令和２（2020）年度末現在、千葉市ボランティアセンターのボランティア登録者数は

6,870 ⼈、千葉市⽣涯学習センターのボランティア登録者数は 1,802 ⼈、千葉市国際交流
協会のボランティア登録者数（重複登録あり）は 2,379 ⼈となっています。 

近年、ボランティア登録者数全体としては、減少傾向にあります。 
【ボランティアの登録者数の推移】（各年度３⽉末時点） 
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⑤ コロナ禍の社協地区部会活動の状況 
令和２年度の社協地区部会が実施するサロン活動及び散歩クラブの実施回数は、「いき

いきサロン」が 1,003 回、「⼦育てサロン」が 92 回、「散歩クラブ」が 255 回となってお
り、新型コロナウイルス感染症の影響により、⼤幅に減少しています。 
【千葉市社会福祉協議会地区部会のいきいきサロン・⼦育てサロン・散歩クラブの実施回数の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

－ 17 －

第
３
章

   

計
画
の
概
要

第
７
章

   

取
組
事
例

第
８
章

   

計
画
の
推
進

資
料
編

第
１
章

  

地
域
福
祉
計
画
と
は

第
２
章

   

現
状
と
経
緯

第
４
章

   

地
域
の
取
組
み

第
５
章

   

市
の
取
組
み

第
６
章

  

成
年
後
⾒
制
度
利
⽤

　
　
　

 

促
進
基
本
計
画



第２章 地域福祉を取り巻く状況 

- 18 - 

（４）市⺠意識に関するデータ 
（出典）令和３（2021）年度千葉市 WEB アンケート（R3.4.30〜5.10 に市ホームページ上で実施） 
① 地域福祉活動の認知状況 

地域でどのような活動が⾏われているか「わからない」と答えた⼈が最も多く、割合
は 47.9％でした。 

活動ごとの認知度では、「防犯パトロールや登下校のパトロール」が最も⾼く 31.7％、
次いで「交流の場や通いの場」が 19.9％、「⾒守りや安否確認」が 19.5％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 地域福祉活動の参加状況 
地域福祉活動に参加したことが「ある」⼈の割合は、29.1％にとどまるものの、今後「機

会があったら参加したい」と答えた⼈の割合は 44.6％で、参加したことが「ある」と「機
会があったら参加したい」を合わせると全体の約７割になるという結果でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（設問）これまでに、地域福祉活動に参加したことがありますか。（１つだけ選択） 

（設問）お住まいの地域では、どのような地域福祉活動が⾏われていますか。（複数回答可） 
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③ 参加したい地域福祉活動 
参加したい地域福祉活動は、回答割合の⾼い順に「⾒守りや安否確認（37.8％）」、「急

病や災害時などの⼿助け（30.6％）」、「防犯パトロールや登下校のパトロール（29.4％）」
でした。 

「①地域福祉活動の認知状況」と⽐較してみても、「⾒守りや安否確認」、「防犯パトロ
ールや登下校のパトロール」は、関⼼が⾼い活動となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（設問）今後、どのような地域活動に参加したいですか。（複数回答可） 
 ※対象：「②地域福祉活動の参加状況で「ある」「ない（機会があったら参加したい）」と答えた 

⼈。 
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④ 地域福祉活動に参加したくない理由 
地域福祉活動に参加したくない理由は、「時間がない」と答えた⼈が最も多く、割合は

58.4％でした。その他、「新型コロナウイルス感染症への不安」が 44.7％、「ふだん地域
福祉活動との関わりがない」が 31.6％、「地域福祉活動に関する情報がない」が 20.4％の
⼈が答えており、新型コロナウイルス等の感染症への対応や共に⽀え合う福祉への理解
や関⼼を深められるような意識の啓発、地域福祉活動を⾏う上で役⽴つ情報の充実が必
要であることがわかります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（設問）地域福祉活動に参加したくない理由は何ですか。（２つまで回答可） 
※対象：「②地域福祉活動の参加状況で「ない（参加したくない）」と答えた⼈。 
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⑤ 地域福祉活動の参加要件 
より多くの⼈が地域福祉活動に参加するために必要だと考えているのは、回答割合の

⾼い順に「好きな時に気軽に参加できる仕組み（60.7％）」、「情報発信の強化（紙媒体の
活⽤）（46.9％）」でした。その他、「情報発信の強化（オンラインツールの活⽤）（37.3％）」
や「得意分野を活かした活動のみ参加できる仕組み（31.9％）」も回答割合が⽐較的⾼く、
活動要件の⼯夫や情報発信の強化により、地域福祉活動の参加者の増加につながる可能
性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（設問）より多くの市⺠が地域福祉活動に参加するためには、どのようなことが必要だと思います
か。（複数回答可） 
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２ 国の動向 
（１）社会福祉法の改正 

第４期地域福祉計画を策定した平成 30 年度以降、社会福祉法は、平成 30（2018）年と
令和３（2021）年に改正されています。 

平成 30（2018）年４⽉の改正では、地域福祉推進の主体である地域住⺠は、⽀援を必
要とする地域住⺠が抱える多様で複合的な地域⽣活課題を把握し、関係機関との連携によ
り、その課題の解決を図ることとされました。 

また、市町村地域福祉計画の策定が努⼒義務化されるとともに、市町村は、地域⽣活課
題の解決に資する⽀援が包括的に提供される体制の整備に努めることとされました。 

さらに、令和３（2021）年４⽉の改正では、複雑化・複合化した福祉ニーズに対応する
ための社会福祉法⼈間の連携の新たな選択肢として、社会福祉連携推進法⼈制度が創設さ
れるとともに、包括的な⽀援体制整備の具体化のための新たな⼀⼿法として、⾼齢者や障
害者、児童、⽣活困窮者に関する事業を⼀体のものとして実施することにより、地域⽣活
課題を抱える地域住⺠に対する⽀援体制を⼀体的かつ重層的に整備する事業として、重層
的⽀援体制整備事業を⾏うことができることとなりました。 

 
【参考】重層的⽀援体制整備事業の全体像（出典：厚⽣労働省資料より抜粋） 
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（２）成年後⾒制度の利⽤促進 
認知症や障害があることにより財産の管理などに⽀障がある⼈を⽀える成年後⾒制度は

重要な⼿段であるにもかかわらず⼗分に利⽤されていませんでした。 
こうした状況を踏まえ、成年後⾒制度の利⽤促進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するため、成年後⾒制度の利⽤促進の基本理念や国の責務、基本⽅針などを定めた「成
年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律」が平成 28（2016）年５⽉に施⾏されました。 

その中で、国の成年後⾒制度利⽤促進基本計画を踏まえた市町村計画の策定が努⼒義務
化されました。 

 
  

Ⅰ 相談⽀援事業  
〇 包括的相談⽀援事業 

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け⽌める 
・⽀援機関のネットワークで対応する 
・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ 

〇 多機関協働事業 
・市町村全体で包括的な相談⽀援体制を構築する 
・重層的⽀援体制整備事業の中核を担う役割を果たす 
・⽀援関係機関の役割分担を図る 

〇 アウトリーチ等を通じた継続的⽀援事業 
・⽀援が届いていない⼈に⽀援を届ける 
・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を⾒付ける 
・本⼈との信頼関係の構築に向けた⽀援に⼒点を置く 

Ⅱ 参加⽀援事業  
・社会とのつながりを作るための⽀援を⾏う 
・利⽤者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる 
・本⼈への定着⽀援と受け⼊れ先の⽀援を⾏う 

Ⅲ 地域づくり事業  
・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する 
・交流・参加・学びの機会を⽣み出すために個別の活動や⼈をコーディネートする 
・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る 

重層的⽀援体制整備事業 
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（３）住宅確保要配慮者に対する⽀援 
住宅確保要配慮者の状況については、単⾝の⾼齢者の増加が⾒込まれるなど、安⼼して

暮らせる住宅の確保を可能とする住宅セーフティネット機能の強化が課題となっている⼀
⽅で、住宅ストックの状況については、空き家・空き室が増加傾向であるため、空き家等
の有効活⽤が課題となっています。 

こうした状況から、空き家等を活⽤した住宅セーフティネット機能の強化を図る必要が
あるため、平成 29（2017）年 10 ⽉に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進
に関する法律の⼀部を改正する法律」が施⾏され、住宅確保要配慮者の⼊居を拒まない賃
貸住宅の登録制度が創設されました。 
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３ これまでの取組みと今後の課題 
（１）地域における主な活動主体とその役割 

地域においては、様々な個⼈や団体が多様な活動に取り組んでおり、地域の課題の
発⾒、⽀え合いの仕組みづくり、専⾨機関へのつなぎなど、地域福祉の推進において
重要な役割を担っています。 

 
①  社会福祉協議会地区部会 

社会福祉協議会地区部会（以下「社協地区部会」といいます。）は、市社協の趣旨に賛同
し、その地域特有の福祉課題に対して住⺠同⼠の助け合い・⽀え合いによるきめ細かな活動
を⾏うために、⾃発的に組織された団体で、令和３(2021)年度末現在で市内に 67 団体あり
ます。 
 概ね中学校区を活動区域として、町内⾃治会、⺠⽣委員・児童委員、⽼⼈クラブ、ボラン
ティア、NPO、学校・PTA、⾚⼗字奉仕団、福祉施設等、地域で活動する個⼈や団体など、
様々な分野から構成員として参加を募り、それぞれの⽴場を⽣かして地域の⽣活課題の解決
に取り組んでいます。 
 また、社協地区部会には、地区部会⻑からの推薦により市社協会⻑から委嘱を受けた福祉
活動推進員が原則３⼈以上配置されており、地区部会活動が地域で円滑に進むよう、情報収
集、地域のニーズ把握・発掘、関係団体・機関等のネットワークづくりなど、活動全般にわ
たる役割を担っています。 

社協地区部会の具体的な活動内容は、各種ふれあい事業（⾷事サービス・いきいきサロン・
⼦育てサロン・散歩クラブ）などによる地域交流の促進、ボランティア講座の開催、広報紙
の発⾏、⾼齢者等の⾒守りなど、市社協と協⼒して取り組む活動のほか、各種交流イベント
やレクリエーションの実施、⽀え合いの仕組みづくり、健康づくり等の地域独⾃の取組みな
ど、多岐にわたって地域の福祉向上のための活動を展開しています。 

区⽀え合いのまち推進計画においては、社協地区部会を各地域（地区部会エリア）におけ
る取組み推進の中核的組織として位置付けており、社協地区部会が中⼼となり、地域の⽣活
課題やニーズを踏まえ、重点取組項⽬を設定してい 
ます。各地域（地区部会エリア） 
においては、社協地区部会が、 
構成する組織・団体やその他地 
域の担い⼿と連携・調整を図り 
ながら、地域の活動状況の把握 
や活動の促進を⾏い、区⽀え合 
いのまち推進計画に基づく取組 
みを進めています。 
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②  町内⾃治会 

町内⾃治会は、地域をより良くし、地域での結びつきを深めるために、⼀定の地域を単位
として、そこにお住まいの皆様によって結成された⾃主的な団体であり、令和３(2021)年３
⽉末現在で 1,100 団体あります。 

防犯・防災活動、ごみステーションの管理や地域清掃、⾏政情報の回覧や親睦⾏事の開催
など、様々な活動に取り組んでいます。 

また、⼈⼝減少、少⼦超⾼齢化が進む中、地域の諸問題を解決していくためには地域の⼒
が必要不可⽋であり、市では町内⾃治会の結成及び町内⾃治会への加⼊を促進しています。 
 

③  ⺠⽣委員・児童委員 

⺠⽣委員は、⺠⽣委員法に基づき厚⽣労働⼤⾂から委嘱された⾮常勤特別職の地⽅公務員
です。社会奉仕の精神をもって、⽣活に困っている⼈、児童、障害者（児）、⾼齢者、ひと
り親家庭等、⽀援を必要とする⼈たちの相談・⽀援に当たる地域の奉仕者で、市内に令和３
(2021)年９⽉現在で 1,448 ⼈います。また、児童福祉法により児童委員を兼務しており、そ
の中には児童福祉に関する事項を専⾨に担当する主任児童委員がいます。 

必要に応じ地域住⺠の⽣活状況を適切に把握し、⼼配ごとの相談対応、福祉に関する相談
や助⾔・⽀援、関係する⾏政機関や施設との連絡・調整など、それぞれの地域の実情に応じ
た⾃主的な活動を⾏っています。また、その活動の円滑な推進のため、おおむね中学校区を
基本に市内 78 地区で⺠⽣委員児童委員協議会を組織し、研修、調査研究等を⾏っています。 

なお、本市では⺠⽣委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い⼿の掘り起こしを⽬的として
⺠⽣委員活動を補佐する協⼒員を配置しています。 

⺠⽣委員は、地域住⺠の福祉の増進を図る⼤切な担い⼿として、ますますその活動が期待
されています。 

 
④ 地域運営委員会 

地域運営委員会は、地域で活動する様々な団体で構成され、地域の課題や情報を共有し、
地域の将来像や地域の実情に合った活動について話し合い、将来にわたって住⺠同⼠の助け
合いと⽀え合いによる地域運営が持続可能となる体制づくりを進めることを⽬的とする組
織です。 

概ね⼩学校区から中学校区を単位とし、地区町内⾃治会連絡協議会、社協地区部会、地区
⺠⽣委員児童委員協議会、中学校区⻘少年育成委員会、地区スポーツ振興会の５団体を必須
の構成団体としています。令和３(2021)年４⽉現在、18 地区で設⽴されています。 

地域運営委員会の役割としては、①地域の団体間での情報共有、②地域の団体の連携・協
⼒の促進、③地域の将来像や地域課題の解決策を検討し、必要な取組みを進めること等が期
待されています。 
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⑤ ⻘少年育成委員会 

 ⻘少年育成委員会は、地域住⺠の⻘少年問題に対する共通の理解を深め、関係機関・団体
の相互の連絡調整を図りながら、地域ぐるみで⻘少年の健全育成活動を総合的に推進してい
くことを⽬指してつくられた組織です。 

中学校区ごとに設置されており、54 団体あります。 
各中学校区の育成委員会は、PTA、町内⾃治会役員、⻘少年相談員、学校教職員、⻘少年

補導員、⺠⽣委員・児童委員、保護司などの中から選出された委員で構成され、市⻑が２年
任期で委員を委嘱しています。 

主に⻘少年を対象とした健全育成啓発、健全な環境づくり、体育やレクリエーション、福祉増
進などの活動を実施しており、地域の学校・家庭・関係機関及び団体が⼀体となり、⻘少年を取
りまく社会環境の浄化や、⻘少年の健全育成を図るため様々な活動を展開しています。 

 

⑥ スポーツ振興会 

各地区スポーツ（社会体育）振興会は、各⼩学校地区における町内⾃治会、⼩・中学校関
係者、スポーツ団体関係者、⼦ども会、その他地区内における関係団体の代表者により、令
和３(2021)年４⽉現在、市内76地区に組織されています。 

スポーツ推進委員との協⼒のもとに、グラウンドゴルフやバレーボール、町⺠運動会等の
地区のスポーツ・レクリエーション⾏事を⾏うことを通して、地区住⺠の連帯と協調を⾼め
るとともに、健康づくりや仲間づくりを⽬的として活動しています。 

 
⑦ ⼦ども会 

 ⼦ども会は、家庭では体験できない活動や異年齢交流などの機会を提供することで、⼦ど
もたちの仲間づくりを推進し、社会性の向上を図るとともに、奉仕や⼈を思いやる⼼を育て
地域で⼦どもを⾒守る活動を進めています。 
 千葉市⼦ども会育成連絡会は、令和３(2021)年８⽉末現在、市内 68 単位⼦ども会に対し
指導・育成、各種⾏事開催、育成者・指導者の研修・育成などを実施するとともに、キャン
プ、講習会、各種ボランティア活動を通じて、本市の⼦どもたちの⼼⾝の健全育成、更には
社会福祉の充実に⼀致協⼒して取組んでいます。 
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⑧ ⽼⼈クラブ 

 ⽼⼈クラブは、⾼齢者の⽣きがいや社会参加、健康の保持等を推進し、⾼齢者の福祉の向
上に寄与することを⽬的とした、地域を基盤とする⾼齢者の⾃主的な組織です。 
 令和３(2021)年 10 ⽉現在で、市内に 221 の⽼⼈クラブがあります。 
 ⽼⼈クラブは、「趣味・⽂化・芸能などのサークル活動」、「健康づくり、各種シニアスポ
ーツ活動」、「在宅福祉を⽀える友愛活動」、「地域の⽂化・伝統芸能・⺠芸・⼿⼯芸・郷⼟史
等の伝承活動」など、それぞれの地域ごとに多種多様な活動を⾏っており、地域社会の福祉
活動の担い⼿となることが期待されています。 

 

⑨ ⾚⼗字奉仕団 

⾚⼗字奉仕団は、⾚⼗字の使命である⼈道的な諸活動を実践しようとする⼈々が集まって
結成されたボランティア組織です。 
 ⾚⼗字思想の普及や活動資⾦の募集、災害救護、救急法・⽔上安全法・健康⽣活⽀援講習
等の実施、献⾎推進など⾚⼗字事業の推進にあたるとともに、地域の状況に応じて⾼齢者福
祉、児童福祉や障害者福祉などの活動も⾏っています。 
 令和３(2021)年４⽉現在で市内に 27 分団あり、活動しています。 

 
⑩ 保護司 

保護司は、犯罪や⾮⾏をした⼈の⽴ち直りを地域で⽀える活動の担い⼿で、保護司法に基
づき法務⼤⾂から委嘱された⾮常勤の国家公務員です。 

令和３(2021)年９⽉現在、本市では 180 名の保護司が活動しており、また、保護司活動が
円滑に⾏われるよう、区ごとに６つの保護司会が組織されています。 

その主な職務は、保護観察を受けている少年や⼤⼈の指導、刑務所や少年院に⼊っている
⼈の帰住先の調整を⾏う環境調整、犯罪予防活動などですが、近年では、学校と連携した分
野にも活動の範囲を広げるなど活躍しています。 
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⑪ NPO 

NPO はʻNonprofit Organizationʼの略で、⼀般的には「⺠間⾮営利組織」と訳され、「⺠間
⾮営利」の団体として「⾃発的」で「公益的」な活動を⾏っています。 

そのうち、特定⾮営利活動促進法（いわゆる NPO 法）に基づいて法⼈格を取得した団体
を NPO 法⼈といいます。 

⾏政や企業では対応することが難しい地域の課題に対し、⺠間の柔軟性と⾃発性を⽣かし
解決に当たるなど、⾏政とともに公益性を担う役割があります。 

福祉分野では、外出⽀援、家事⼿伝い、⽣きがいづくり、健康づくり、地域⾏事の開催な
ど様々な活動を⾏っているほか、教育、⽂化、まちづくり、環境、国際協⼒など、広範な分
野で社会の多様化したニーズに応える役割が期待されます。 

 
⑫ ボランティア 

ボランティア活動とは、⾃らの⾃発的・主体的な意思に基づく⾃主的な活動であり、社
会貢献活動や福祉活動等を⾏います。 
 その活動内容は、⾷事・外出介助などの⽣活⽀援、⼦育て⽀援などの⼦どもの健全育成、
交通安全・防犯・防災の取組みなど、地域福祉に関する活動のほか、公⺠館・学校などで
の教育活動、⽂化・芸術・スポーツの振興活動、環境美化・⾃然保護活動、外国⼈⽀援・
国際交流活動など、⾮常に広範囲にわたります。 

市社協が運営している千葉市ボランティアセンターでは、ボランティアの登録受付やコ
ーディネート、ボランティア講座の開催など、地域活動やボランティア活動の促進・⽀援
を⾏っており、主に福祉分野において、市内広域で活動する個⼈・団体として、令和３
(2021)年３⽉末現在 6,870 ⼈がボランティア登録をしています。 

また、福祉以外の分野においても、千葉市⺠活動⽀援センター、ちば⽣涯学習ボランテ
ィアセンター、千葉市国際交流協会などが、ボランティア活動をしやすい環境づくりやサ
ポート体制の整備に取り組んでいます。 

 
⑬ シニアリーダー 

住み慣れた地域でいつまでもいきいきと元気に暮らせるよう介護予防活動に取り組ん
でもらうため、市⺠を対象にシニアリーダー養成講座を開催し、介護予防の重要性や知識、
運動指導の技術を学んでいただき、地域の介護予防活動のリーダーとなっていただく⽅を
養成しています。講座修了後は、介護予防を推進するボランティアとして、令和３(2021)
年10⽉末現在457⼈の⽅がシニアリーダーとして登録をし、町内⾃治会や公⺠館などで⾼
齢者向けの体操教室を開催するなどの活躍をしています。 
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⑭ 社会福祉法⼈等 

社会福祉法⼈をはじめとする社会福祉事業者は、特別養護⽼⼈ホーム、障害者⽀援施設、
保育所等の施設運営や、デイサービス、ホームヘルプなどの在宅⽀援、相談対応など、社
会福祉に関する様々な事業を実施しており、幅広い専⾨機能と専⾨的なマンパワーを有し
ています。  

社会福祉事業者の中には、各種研修会の開催や地域で⾏われる勉強会への講師の派遣、
地域住⺠等の交流会・懇談会の開催のためのコーディネートや場所の提供、体験学習やボ
ランティアの受⼊れ、買い物⽀援など、地域の実情に応じた福祉サービスを提供していま
す。 

特に、社会福祉法⼈については、平成 28(2016)年改正社会福祉法第 24 条第２項により、
地域における公益的な取組みを実施する責務が明記されるなど、社会福祉事業を主たる事
業とする⾮営利法⼈として、地域の福祉ニーズに対応することがより⼀層求められています。 

 

⑮ コミュニティソーシャルワーカー 

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）は、対象者を限定せずに、制度の狭間にあ
る⽅や複合的な困りごとを抱える⼈を⽀える「個別⽀援」と共助の基盤となる「地域の⽀
えあいの仕組みづくり」、地域課題を解決するための新たな「資源開発」を⾏う「エリア
担当」の職員です。 

千葉市では、市社協が各区事務所に１⼈を配置していましたが、コミュニティソーシャ
ルワーク機能強化のため、令和４年度までに各区２⼈体制となるよう、段階的に増員して
います。 

 

⑯ ⽣活⽀援コーディネーター 

⽣活⽀援コーディネーターは、⽇常⽣活上の⽀援が必要な⾼齢者が、住み慣れた地域で
⽣きがいを持って在宅⽣活を継続していくために必要となる多様な主体による多様な⽣
活⽀援・介護予防サービスの提供体制を構築するため、サービスを提供する事業主体と連
携して⽀援体制の充実・強化を図っています。⾏政区域を担当するコーディネーターを各
区に、⽇常⽣活圏域を担当するコーディネーターをあんしんケアセンターに配置していま
す。 

地域でどのような⽣活⽀援サービスがあるのか、また必要とされているのかを調べ、地
域の⽅と⼀緒に住⺠同⼠の⽀えあい活動を作り、⽀えあい活動の担い⼿となるボランティ
アを育成しています。 

あんしんケアセンター、⾏政、市社協、サービスを提供する団体等と情報共有するなど、
関係者間のネットワークづくりをしています。 
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⑰ あんしんケアセンター（地域包括⽀援センター） 

あんしんケアセンターは、介護保険法に基づき設置する地域包括⽀援センターであり、
地域で暮らす⾼齢者のための⾝近な相談窓⼝です。地域住⺠がいつまでも健やかに住み慣
れた地域で⽣活していけるよう、介護、福祉、健康、医療などさまざまな⾯から総合的に
⽀えます。令和３（2021）年度末現在で、市内30か所（出張所２か所を含む。）に設置し
ています。 

 

⑱ 障害者基幹相談⽀援センター 

障害者基幹相談⽀援センターは、障害者総合⽀援法に基づき設置され、地域における相
談⽀援の中核的な役割を担う機関として、障害者が住み慣れた地域で⾃分らしく暮らして
いくために、⽇常⽣活や社会参加などに関するさまざまな⽀援を⾏うとともに、地域の⽅
や関係機関と連携し、障害者を地域全体で⽀える地域づくりに取り組む相談⽀援窓⼝で
す。令和３（2021）年度末現在で、各区に１か所ずつ設置しています。 

  

⑲ ⽣活⾃⽴・仕事相談センター 

⽣活⾃⽴・仕事相談センターは、⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づき設置され、⽣活の問題、
家計・債務の問題、仕事の問題等、様々な理由により⽣活に困りごとを抱えている市⺠に
寄り添い⽣活の⽴て直しに向け、⼀⼈ひとりの状態に応じた⽀援プランを作成し、⽀援を
⾏う相談窓⼝です。 

令和３（2021）年度末現在で、中央区、花⾒川区、稲⽑区、若葉区、緑区に設置し、
相談⽀援員が、⼀⼈ひとりの状況に応じた⽀援を⾏い、お困りの状況の解決に向けてサポ
ートしています。 

 

⑳ 公⺠館 

公⺠館は、社会教育法等に基づき設置され、実際⽣活に即する教育、学術及び⽂化に関
する各種の事業を⾏い、もって住⺠の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、⽣活
⽂化の振興、社会福祉の増進に寄与することを⽬的とする教育機関で、現在47館設置し
ています。 
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⑭ 社会福祉法⼈等 
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（２）地域福祉計画の策定・推進の経過 
年度 

※和暦 
計画 特徴 

H18〜 
(5 年) 

第１期 ・24 の地区フォーラムを設置。 
・「市地域福祉計画策定委員会」、区ごとに「区地域福祉計画策定
委員会」を設置。 

H23〜 
(4 年) 

第２期 ・市計画と区⽀え合いのまち推進計画の役割分担の整理。 
・５つの基本テーマを設定。 
・区⽀え合いのまち推進計画に重点項⽬を設定。 

H27〜 
(3 年) 

第３期 ・９つの取組みテーマを設定し、地域、市、市社協の取組みの関係
を整理。 
・地区部会エリアごとに「重点取組項⽬」を設定。 

H30〜 
(3 年) 

第４期 ・重点施策「コミュニティソーシャルワーク機能の強化」を掲げ、
「コミュニティソーシャルワーカーの増員等」「多機関の協働によ
る相談⽀援体制の包括化」「地域⼒基盤強化の⽀援」「地域福祉の
担い⼿の育成・拡⼤」を４つの柱として位置付けた。 
・各区の好事例を掲載。 

 

（３）第４期地域福祉計画の推進状況 
ア 地域の取組み 

    本市では、地域の課題を解決するために、地域住⺠等による共助の⽅策や具体的な取
組みを定めた区⽀え合いのまち推進計画を策定し、その推進に努めてきました。 

区⽀え合いのまち推進計画は、「基本⽬標（基本理念）」、「基本⽅針（仕組み）」、「施策
の⽅向性」、「具体的な取組み」、「重点取組項⽬」で構成しています。社協地区部会が、
地域の中核組織として地域の様々な組織や団体と連携・協⼒を図りながら、地域の⽣活
課題やニーズを踏まえたうえで３年間に注⼒して取り組む活動を考え、区⽀え合いのま
ち推進計画全体の取組み項⽬の中から、その地区部会エリアの「重点取組項⽬」を設定
し、活動状況の把握や活動の促進を⾏い、「重点取組項⽬」を含めた地区部会エリア内の
取組みを推進しました。 

区⽀え合いのまち推進計画の取組みの推進状況と今後の課題については、区⽀え合い
のまち推進協議会が、社協地区部会から地区部会エリア内の実施状況の報告を受け、区
⽀え合いのまち推進計画の推進状況として取りまとめ、それに基づき成果と課題につい
て検証しました。 

また、市が年度ごとに、各区⽀え合いのまち推進協議会で取りまとめ 
られた区⽀え合いのまち推進計画の推進状況を、千葉市社会福祉審議会 
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地域福祉専⾨分科会（以下「地域福祉専⾨分科会」という。）へ報告していますが、担い
⼿の問題とコロナ禍における安全・安⼼な活動の実施、町内⾃治会や社協地区部会など
の関係団体間の連携などが今後の課題となっています。 

これらの課題については、第５期においても引続き継続して取組んでいくこととなり
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 市の取組み 
第４期千葉市地域福祉計画では、４つの重点施策に加え、129 の市の事業・施策を定

め、その実施状況について、年度ごとに地域福祉専⾨分科会において評価確認を⾏いま
した。 

    令和３（2021）年度第１回の地域福祉専⾨分科会において、「令和２（2020）年度に
おける推進状況の評価」について、以下のとおり報告をしました。 

    なお、評価にあたっては、可能な限り、量的な成果を評価する定量評価とし、定量評
価になじまない事業・施策については、取組みの内容や体制の構築等を評価する定性評
価を⾏いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の課題
・担い⼿の確保
・コロナ禍での安全・安⼼な活動の実施
・地域団体間の連携
・地域活動への理解や関⼼の希薄化
・活動拠点の確保
・地域住⺠による⽀え合い機能の低下
・新旧住⺠間の融合、⼦育て世帯と⾼齢者世帯との交流   など
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（ア） 令和２（2020）年度における重点施策（コミュニティソーシャルワーク機能の強化）
の推進状況の評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（定性評価 … 取組みの内容や体制の構築等を評価） 

◎：年度⽬標以上のものが達成できた場合 
 ○：年度⽬標が概ね達成できた場合 
 △：年度⽬標の⼀部が達成できた場合 
 ×：年度⽬標が全く達成できなかった場合（ほとんど達成できなかった場合も含む） 
 

（イ） 令和２（2020）年度における重点施策以外の市の取組みの推進状況の評価 
ａ 定量評価 … 主に量的な成果を評価（65 項⽬/全 129 項⽬） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 事業・施策名 評価 評価理由

1
コミュニティソー
シャルワーカーの増
員等

〇

コミュニティソーシャルワーカーの増員、育成を実施
したほか、ケース検討会議の開催により、コミュニ
ティソーシャルワーカー、⽣活⽀援コーディネー
ター、成年後⾒⽀援センター、⽣活⾃⽴・仕事相談セ
ンター、あんしんケアセンター等の連携強化が概ね図
られた。

2
多機関の協働による
相談⽀援体制の包括
化

△

多機関協働による相談⽀援体制の包括化に向け、相談
⽀援機関向けコンシェルジュの１名配置などを実施し
た。⼀⽅で、複合的課題を抱える⽅をチームアプロー
チで包括的に受け⽌める相談⽀援体制の充実は引き続
きの課題である。

3
地域⼒基盤強化の⽀
援

△

庁内横断的組織の「地域⼒向上班」において、包括的
相談⽀援体制の構築に向けた意⾒交換を⾏った。地域
⼒基盤強化については、重層的⽀援体制整備事業も含
めて引き続き検討していく必要がある。

4
地域福祉の担い⼿の
育成・拡⼤

△

ボランティア⼊⾨講座などを実施したものの、コロナ
の影響などにより、参加者数などは減少したため、担
い⼿の育成・拡⼤に引き続き取り組んでいく必要があ
る。

項⽬数 割合 項⽬数 割合 項⽬数 割合

Ｓ
年度⽬標を上回る業務量が達成でき
た場合

6 9% 4 6% 10 15%

Ａ
年度⽬標にしている業務量を概ね
（８割〜１０割）達成できた場合

17 26% 34 51% 31 46%

Ｂ
年度⽬標にしている業務量の⼀部
（５割〜７割）を達成できた場合

13 20% 18 27% 17 25%

Ｃ
年度⽬標にしている業務量を⼤きく
下回った（４割以下）場合

29 45% 11 16% 9 14%

R1（参考）R2 H30（参考）
評価 評価基準
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定量評価の事業・施策については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、Ｓ評価
（６項⽬）とＡ評価（１８項⽬）を合わせて、全体（６５項⽬）の３５％にとどまり、
Ｂ評価が２０％（１３項⽬）、Ｃ評価が４５％（２９項⽬）となりました。 

 
  ｂ 定性評価 … 取組みの内容や体制の構築等を評価（64 項⽬/全 129 項⽬） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定性評価の事業・施策についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、◎評価
（３項⽬）と○評価（３４項⽬）を合わせて、全体（６４項⽬）の５８％にとどまり、
△評価が３３％（２１項⽬）、×評価が９％（６項⽬）となりました。 

 

（４）第４期地域福祉計画の成果と第５期地域福祉計画への課題 
⽀え合いのまち千葉 推進計画（第４期千葉市地域福祉計画）に位置付けられた施策のう

ち、重点施策のコミュニティソーシャルワーク機能の強化については、「コミュニティソー
シャルワーカーの増員等」は、概ね計画どおり推進されたものの、「多機関の協働による相
談⽀援体制の包括化」及び「地域⼒基盤強化の⽀援」、「地域福祉の担い⼿の育成・拡⼤」
が、今後の課題として残りました。また、重点施策以外の施策については、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、概ね計画どおりに実施できた施策が約半数にとどまりました。 

さらに、地域の取組みの推進に関する今後の課題として、活動の担い⼿の不⾜やコロナ
禍における安全・安⼼な活動の実施、地域団体間の連携などが挙げられています。 

そのため、相談⽀援体制の包括化、新型コロナウイルス等の感染症への対応、今後も進
⾏が想定される少⼦超⾼齢化などの社会情勢の変化を⾒据えたうえで、地域福祉活動の担
い⼿の拡⼤やより多くの市⺠・団体を巻き込んだ協⼒・連携体制の強化などが求められま 
    す。 

      このことを踏まえ、今後は以下の課題に留意して、本市の地域福祉の充実に取り 
組んでいきます。 

項⽬数 割合 項⽬数 割合 項⽬数 割合

◎
年度⽬標以上のものが達成できた
場合

3 5% 0 0% 0 0%

○ 年度⽬標が概ね達成できた場合 34 53% 44 71% 53 86%

△ 年度⽬標の⼀部が達成できた場合 21 33% 16 26% 7 11%

×
年度⽬標が全く達成できなかった
場合（ほとんど達成できなかった
場合も含む）

6 9% 2 3% 2 3%

評価 評価基準
R2 R1（参考） H30（参考）
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 ア 包括的な⽀援体制のあり⽅ 
各福祉分野の相談⽀援機関が単独では解決できないような複合的な課題を抱える⽅を

効果的なチームアプローチで包括的に受け⽌められる相談⽀援体制の構築に向けて、引
き続き取組みを進めていく必要がありますが、取り組むにあたっては、国においても、
包括的な⽀援体制整備の具体化のための新たな⼀⼿法として、属性を超えた⽀援を円滑
かつ⼀体的に実施する「重層的⽀援体制整備事業」が社会福祉法に位置付けられたこと
も踏まえ、包括的な⽀援体制のあり⽅について検討する必要があります。 

 
イ コミュニティソーシャルワーク機能の強化 

地域共⽣社会の実現に向けて、地域の様々な団体と連携を深め、コミュニティソーシ
ャルワーク機能をさらに強化し、その機能が地域に根付くことを主眼に置きつつ、地域
の⽀え合いの⼒を⾼める必要があります。 

 
 ウ 新型コロナウイルス等の感染症への対応 

地域においては、「新しい⽣活様式」を取り⼊れ、コロナ等の感染症禍にあっても「つ
ながり」を切らないための様々な⼯夫やオンラインの活⽤等を検討するとともに、市に
おいては、コロナ等の感染症禍における地域福祉活動の再開・継続への⽀援、オンライ
ンの活⽤⽀援等を検討する必要があります。 

 
エ 担い⼿及び活動拠点の確保 

地域福祉に対する市⺠の理解や⾏動については、さらなる拡充・促進を図っていく必
要があると考えられる⼀⽅で、地域福祉活動の担い⼿が増えず、地域福祉活動の維持・
拡⼤が思うようにならないとの声が上がっていることから、地域福祉の意義やその必要
性・重要性を周知・啓発していき、なるべく多くの市⺠が地域福祉活動に参画するよう
促していく必要があります。また、これに加えて、安定した活動を⽀える活動拠点の確
保についても、検討する必要があります。 

 
オ 地域団体間の連携 

社協地区部会とその構成団体である町内⾃治会、⺠⽣委員・児童委員協議会等さらに
は地域運営委員会との関係は、地域ごとに背景となる経緯が異なっています。その結果、
関係団体間の情報共有・討議・意思決定・取組みの実⾏等の地域課題の解決プロセスの
あり⽅も、地域ごとに異なっています。したがって、地域課題の解決プロセスの地域ご
とのあり⽅について、関係団体間での意⾒交換や調整などにより、検討する必要があり
ます。 
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カ 他の個別計画等との連携 
地域福祉計画は、⾼齢者、障害者、こども、健康づくり等の保健福祉分野の計画を地

域福祉の視点で整理するとともに、教育、防災、まちづくりなどの他の⽣活関連分野の
施策と連携を図りながら推進していく計画のため、庁内の関係部署や他の個別計画との
連携が重要です。 

 
キ 千葉市社会福祉協議会との連携 

市社協は、社会福祉法に規定された地域福祉の推進を⽬的として組織された⺠間団体
であることから、地域福祉推進の最⼤の協⼒者として、市はその活動を⽀援するととも
に、同会が策定した「地域福祉活動計画」と⼗分に連携を図り、本市の地域福祉を推進
していくことが必要です。 
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１ 計画の構成 
本計画では、地域福祉を推進する活動主体により取組みの体系を、地域住⺠の参加と連携

により、地域福祉に関する活動を推進・実践する「地域の取組み」と、地域福祉に関する⾏
政施策を定めた「市の取組み」の２つに区分しています。 
 地域の取組みは、各区の地域住⺠等が主体となって定めたもので、「区⽀え合いのまち推進
計画」として位置づけています。 
 それぞれの位置づけ及び内容は、下表のとおりです。 

 【第４章】地域の取組み 【第５章】市の取組み 

位
置
づ
け 

・地域の特性に応じた、住⺠に⾝近な計画 
・地域の課題に対応するため、地区部会エリ
アごとに重点取組項⽬を定め、様々な主体
（地区部会、町内⾃治会、⺠⽣委員・児童委
員、⾚⼗字奉仕団、⽼⼈クラブ、ボランティ
ア団体、ＮＰＯ、学校・ＰＴＡ、社会福祉事
業者など）が協働して策定・推進する計画 

基本⽬標や市としての⽅向性、取組みを⽰す
ことにより、多様な主体とともに、地域の取
組みをしっかりと⽀え、地域住⺠の地域福祉
活動を⽀援する計画 

内
容 

・住⺠主体の活動により解決を⽬指す課題に
対する取組み 
・地域の課題の解決に向けた、地域の⼈材と
資源を活かした⾝近な⽀え合いや健康づく
りなどの取組み 
・⽀援が必要な⼈の⽇常⽣活に連動した⽀援
策、取組み 

・住⺠活動の基盤整備に関する取組み 
・地域の取組みを進めるために必要な市によ
る⽀援策 
・分野別計画を横断的につなぐとともに、制
度の狭間を埋める取組み 
・区域では解決できない福祉課題に対する市
域での取組み 
・市全域で中⻑期的な視点をもって進めてい
くことが必要な取組み（コミュニティソーシ
ャルワーク機能の強化など） 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

第３章 ⽀え合いのまち千葉 推進計画（第５期千葉市地域福祉計画）について 

－ 39 －

資
料
編

第
１
章

  

地
域
福
祉
計
画
と
は

第
２
章

   

現
状
と
経
緯

第
３
章

   

計
画
の
概
要

第
４
章

   

地
域
の
取
組
み

第
５
章

   

市
の
取
組
み

第
６
章

  

成
年
後
⾒
制
度
利
⽤

　
　
　

 

促
進
基
本
計
画

第
７
章

   

取
組
事
例

第
８
章

   

計
画
の
推
進



第３章 ⽀え合いのまち千葉 推進計画（第５期千葉市地域福祉計画）について 
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【市】 

【地域と市の取組みの関係】 
市の取組みは、区の取組みをしっかりと⽀えつつ、市全域で中⻑期的な視点をもって

進めていくことが必要な取組みを定めています。 
また、市社協が策定している地域福祉活動計画については、市の取組みとの連携、地

域の取組みへの⽀援を⾏う関係にあります。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２ 圏域の考え⽅ 

第４期計画に引き続き『地区部会エリア』を地域の取組みの圏域とします。地区部会エリ
アとは、地区部会の活動対象区域（おおむね中学校区域）をいいます。しかし、「⾒守り活動」
など、⼀部の取組みは、町内⾃治会など、より⾝近な圏域での実施が効果的なものが多くあ
ります。今後の計画の推進に向けては、今まで以上に町内⾃治会への働きかけを意識した事
業の展開が必要です。 

また、⽇常⽣活圏域の考え⽅については、引き続き検討していく必要があります。 
【圏域のイメージ図】 
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【区】 
（区連協） 
（推進協） 

（地区部会区連絡会） 
（区⺠児協） 

花
⾒
川
区
⽀
え
合
い
の
ま
ち
推
進
計
画 

【中学校区】55 
（地区連協）50 

（地域運営委員会）18 
（地区部会）67 

（地区⺠児協）78 

稲
⽑
区
⽀
え
合
い
の
ま
ち
推
進
計
画 

【⼩学校区】110 
 

緑
区
⽀
え
合
い
の
ま
ち
推
進
計
画 

町内⾃治会 1,100 

美
浜
区
⽀
え
合
い
の
ま
ち
推
進
計
画 
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葉
区
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え
合
い
の
ま
ち
推
進
計
画 
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